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○日   時  令和７年８月２６日（火）午後２時００分から午後２時１１分 

 

○場   所  台東区役所 ６階 教育委員会室 

 

○出 席 者 

     教   育   長   佐藤 徳久 

     教育長職務代理者   浦井 祥子 

     委      員   川﨑 修一 

 

○出 席 者 

     事 務 局 次 長   佐々木洋人 

     庶 務 課 長   山田 安宏 

     教育施設担当課長   中島 伸也 

     学 務 課 長   仲田賢太郎 

     児 童 保 育 課 長   村松 有希 

     放課後対策担当課長   別府 芳隆 

     指 導 課 長   宮脇  隆 

     教育改革担当課長   増嶋 広曜 
     兼 教 育 支 援 館 長    

     生涯学習推進担当部長   吉本 由紀 

     生 涯 学 習 課 長   吉江  司 

     スポーツ振興課長   榎本  賢 

     中 央 図 書 館 長   穴澤 清美 

 

○日   程 

 日程第１ 議案審議 

 第３６号議案 令和８年度使用 台東区立小・中学校特別支援学級図書採択について 

 日程第２ 教育長報告 

 １ 報告事項 

 （１）庶務課 

   ア 「区長への手紙」等にかかる教育委員会の対応について 

 （２）放課後対策担当 

   イ 令和８年４月こどもクラブの利用申請について 

 ３ その他 



2 

午後2時00分 開会 

○佐藤教育長 ただいまから、令和7年第16回台東区教育委員会定例会を開会いたします。 

 本日の会議録署名委員は、浦井委員にお願いいたします。 

 また、神田委員及び垣内委員は所用のため、本日は欠席でございます。なお、教育長及

び在任委員の過半数の出席を得ておりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第14条第3項の規定により、本日の会議は有効に成立しております。 

 ここで、傍聴について申し上げます。本日、会議の傍聴を希望する方については許可す

ることとしておりますので、ご了承ください。 

 それではまず、審議の進め方について私から申し上げます。日程第2、教育長報告の報

告事項、放課後対策担当のイにつきましては、東京都台東区教育員会会議規則第15条第1

項に該当する案件であり、傍聴にはなじまないと思われます。つきましては、傍聴人退出

後に非公開で聴取いたしたいと思います。なお、非公開会議の会議録については、本来公

開するものではございませんが、本定例会で非公開とした案件については、区議会報告後

に公開することといたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○佐藤教育長 ご異議ございませんので、そのように決定いたしました。 

 

〈日程第１ 議案審議〉 

第３６号議案 

○佐藤教育長 日程第1、議案審議に入ります。 

 議案の提案理由及び内容について、説明をお願いします 

 それでは、第36号議案を議題といたします。 

 指導課長、説明をお願いいたします。 

○指導課長 それでは、第36号議案、令和8年度使用台東区立小・中学校特別支援学級図

書採択について、ご説明申し上げます。 

 本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき提出するものでございま

す。 

 まず、採択の趣旨についてです。文部科学省通知「令和8年度主要教科書の採択事務処

理について」によれば、特別支援学級においては、学校教育法付則第9条第1項の規定によ

り、教科書目録に搭載されている教科書以外の教科用図書、いわゆる一般図書採択するこ

とができると示されていることから、令和8年度に台東区立小中学校特別支援学級におい

て使用する教科用図書について調査研究を行い、公正かつ適正に採択を行うものでござい

ます。 

 次に、本区における特別支援学級設置校についてですが、小学校は東泉小学校、蔵前小

学校、松葉小学校、金竜小学校の4校。中学校は柏葉中学校、浅草中学校の2校。計6校に



3 

特別支援学級を設置しております。 

 教科用図書の選定にあたっては、各校にて特別支援学級資料作成委員会を組織し、各特

別支援学級の教育目標に基づくとともに、どの教科書が児童生徒1人1人に適しているかを

考えて調査研究を行っていただきました。その結果、令和8年度使用教科用図書につきま

しては、6校全てにおいて通常の学級と同様の検定教科書を使用したい旨のご報告をいた

だきました。 

 恐れ入りますが、議案の2ページ、PDF3ページをご覧ください。先ほどお伝えした、調

査研究委員会の報告を踏まえ、小中学校の特別支援学級の教科書につきましては、通常の

学級と同様の教科書を使用したいと考えております。 

 なお、次回の通常学級についての教科書採択は、小学校が令和9年度、中学校は令和10

年度を予定しております。 

 よろしくご審議の上、ご採択いただきますようお願いいたします。 

○佐藤教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○佐藤教育長 これより採決いたします。 

 第 36 号議案については、原案どおり決定いたしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

（異議なし） 

○佐藤教育長 ご異議ございませんでしたので、第 36 号議案については原案どおり決定

いたしました。 

 

〈日程第２ 教育長報告〉 

１ 報告事項 

（１）庶務課 ア 

○佐藤教育長 次に、日程第2、教育長報告の報告事項を議題といたします。 

 庶務課のアについて、庶務課長、報告をお願いします。 

○庶務課長 それでは、「区長への手紙」等に係る教育委員会の対応について、7月分に

なります。こちらをご説明いたします。資料1をご覧ください。今回は、全てスポーツ振

興課取扱分で、6件。 

 1件目は、清島温水プールのパーソナルレッスンについてです。清島温水プールで実施

されている「障害者水泳パーソナルレッスン」が、現在は月2回・定員1名ずつの実施で、

予約が取りづらいため、より多くの人が安心して利用できるよう、実施回数や枠数の拡大、

運用方法の見直し等に取り組んでほしいというご意見でした。 

 2件目は、台東リバーサイドスポーツセンター内のレッグプレスについてです。レッグ

プレスという人気のトレーニングマシーンが2か月前から故障しているので修理をしてほ
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しいというご意見です。 

 3件名は、少年野球チームの交通ルール違反についてです。「下町七夕まつり」によっ

て歩行者天国となっているところを、ある少年野球チームの生徒が自転車で何回もベルを

鳴らし、徐行せずに通行していた。道交法違反にあたると思うので、注意してほしいとい

うご意見でした。 

 4件目と5件目は、ともに台東リバーサイドスポーツセンターのプールについてでござい

ます。利用資格の確認のために、区内在住・在勤・在学を証明する証明書の提示を求めた

り、レディースデーを設定するなどして、気軽に利用できるようにしてほしい。また、近

年の猛暑で外で遊べなくなっているので、プールを9月も開場して利用できるようにして

ほしいといったご意見でございます。 

 最後の6件目は回答を要しないもので、清島温水プールの管理にかかるスポーツ振興課

の対応についてでございます。清島温水プールの1階には地下のプールを見下ろせるガラ

ス窓があるが、汚れで向こう側が見えなかったため区へ電話したところ、改善されずに汚

れたままになっている。対応してほしいというご意見でございます。 

 それぞれの案件に対する対応につきましては、資料に記載のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

○佐藤教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○佐藤教育長 それでは、庶務課のアについては、報告どおり了承願います。 

 それでは、会議の冒頭に申し上げましたとおり、これより会議は非公開といたします。 

 非公開の会議録署名委員につきましては、定例会に引き続き、浦井委員にお願いいたし

ます。 

 

〈日程第２ 教育長報告〉 

１ 報告事項 

（２）放課後対策担当 イ 

○佐藤教育長 それでは、日程第2、教育長報告の報告事項を議題といたします。 

 放課後対策担当のイについて、放課後対策担当課長、報告をお願いします。 

○放課後対策担当課長 それでは、報告事項の（2）令和8年4月こどもクラブの利用申請

についてご説明いたします。資料2をご覧ください。 

 はじめに、項番1、利用申請受付です。まず（1）の通常受付です。受付期間は資料記載

のとおり、令和令和7年11月1日、土曜日から12月15日の月曜日までの期間となります。申

請方法ですが、今年より①に記載のLoGoフォームによる電子申請の受付を実施いたします。

また、②に記載のとおり、利用を希望するこどもクラブにおいて、書面による申請書の受

付も併せて行ってまいります。この間、（2）に記載のとおり、12月14日、日曜日に、庁
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舎担当窓口で休日の受付も併せて行ってまいります。 

 次に項番2、周知方法についてです。広報たいとうをはじめとした各種広報媒体でお知

らせするほか、区立小学校の就学児健康診断の通知時に新1年生の保護者へ周知してまい

ります。 

 最後に項番3、今後の予定です。第3回区議会定例会に報告。10月に令和8年度こどもク

ラブ利用案内の配布を開始いたします。申請受付後、来年1月中旬から利用審査を行い、2

月中旬に審査結果通知書を発送する予定です。 

 以降は資料記載のとおり進めてまいります。 

 ご説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○佐藤教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問はございますでしょうか。 

○浦井委員 確認なんですけれども、こちらのLoGoフォームは、基本的によく使われてい

る電子申請の方法だと思いますけれども、こちらの使い方などは、確認すればすぐ見られ

るような形で出していらっしゃるんでしょうか。 

 こどもクラブの受付でではないんですけれども、このLoGoフォームについて、ちょっと

使い方が分からなくて申請ができないというような話を、たまたま伺ったことがあったの

で。もうやっていらっしゃったら申し訳ないんですけれども、少し丁寧な説明を、使うと

ころに出してやっていただけたら、申し込まれる方もちょっと安心かなと思いまして。ち

ょっとお願いみたいな形になるんですけれども、ご対応いただけたらと思います。よろし

くお願いいたします。 

○放課後対策担当課長 委員ご指摘のとおりですね、LoGoフォーム自体は私ももちろん入

力をさせてもらったんですけれども、申請書の項目を頭から追っていくような形です。特

に非常に難しいということはないとは思うんですが、システムの中にリンクで飛んだりし

てですね、その各説明を受けられるような形で運用してまいりたいと思っております。 

○浦井委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

○佐藤教育長 そのほか、よろしいですか。 

（なし） 

○佐藤教育長 それでは、放課後対策担当のイについては報告どおり了承願います。 

 

３ その他 

○佐藤教育長 本日の案件は以上になります。その他、ご発言等はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○佐藤教育長 以上をもって本日予定された議事日程は全て終了いたしました。これをも

ちまして本日の定例会を閉じ、散会といたします。 

午後2時11分 閉会 

 


